
障 が い児 者 の生活 基盤 の整備 充 実 を求 め る意 見書

2014年 1月 、 政 府 は 国 連 。障 害 者 権 利 条 約 の 締 結 国 に加 わ っ た 。 条 約

に は 、 第 19条 (a)で 「障 害 者 が 、 他 の 者 との 平 等 を 基 礎 と して 、 居 住 地

を 選 択 し、 及 び ど こ で 誰 と生 活 す る か を 選 択 す る機 会 を 有 す る こ と並 び に 特

定 の 生 活 施 設 で 生 活 す る義 務 を負 わ な い こ と」 と し、 第 28条 で は 「障 害 者

が 、自 己及 び そ の 家 族 の 相 当 な 生 活 水 準 (相 当 な 食 料 、衣 類 及 び 居 住 を含 む )

に つ い て の 権 利 並 び に 生 活 条 件 の 不 断 の 改 善 に つ い て の 権 利 を 有 す る こ と を

認 め る」 も の とな つ て い る。

しか し、 障 が い が あ る が ゆ え に 、 何 らか の 社 会 的 支 援 が な けれ ば 生 き て い

け な い 障 が い 児 者 は 年 々 増 加 し、 居 宅 サ ー ビス は も ち ろ ん 、 グル ー プ ホ ー ム

や 入 所 施 設 、 人 材 確 保 な ど社 会 資 源 の 絶 対 的 不 足 が 1曼 性 化 して い る。 そ の 結

果 、 多 くの 障 が い 児 者 が 家 族 の 介 護 に 依 存 した 生 活 を 長 期 間 余 儀 な く され 、

社 会 か らの 孤 立 、 精 神 的 。経 済 的 な 家 族 依 存 、 老 障 介 護 等 が お き て い る。

と りわ け 、 緊 急 時 や 同 性 介 護 に 対 応 す るヘ ル パ ー 等 の 社 会 福 祉 人 材 確 保 の

問 題 、 入 所 施 設 へ の 希 望 者 が 増 加 す る 中 で 緊 急 度 の 高 い 待 機 者 が 長 期 の シ ョ

ー トス テ イ (い わ ゆ る ロ ン グ ス テ イ )で の 生 活 を 余 儀 な く され て い る 実 態 な

ど は 早 急 に 解 決 す べ き 課 題 で あ る とい え る。

よ つ て 、 こ う した 深 刻 な 現 状 を 打 開 す る た め に 、 下 記 の 事 項 を 強 く要 望 す

る。

言己

障 が い児者 が『 暮 ら しの場 』 を選 択 で き る よ う、 グル ー プ ホー ムや 入

所 施 設 ・ 通 所 施 設 な どの社 会 資源 を拡 充 す る こ と。

福 祉 人材 の処 遇 を改 善 し、確 保 す る こ と。

入所 施 設 を備 え た地 域 生 活 拠 点 を国 の 責 任 で整 備 す る こ とc

前 3項 を実 現 す るた め に 、 障 が い者 関係 予 算 を増 額 し、施 策 の重 要 な

担 い 手 に な つ て い る地 方 公 共 団体 に財 政 的 な支 援 を行 うこ と。

以 上 、 地 方 自治 法 第 99条 の 規 定 に よ り意 見 書 を 提 出 す る c
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